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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月27日(2018.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オレフィン含有炭化水素供給物をオリゴマー化生成物に変換する方法であって、オレフ
ィンをオリゴマー化するのに好適な条件下で反応器中の供給物をオリゴマー化触媒に接触
させてオリゴマー化生成物を得るステップを含み、前記オレフィン供給材料が少なくとも
１つのＣ2－Ｃ12非環状オレフィンおよび少なくとも１つのＣ4－、Ｃ5－、Ｃ6－またはＣ

7－環状オレフィンを含み、供給物中のＣ4－、Ｃ5－、Ｃ6－またはＣ7－環状オレフィン
のうちの少なくとも１つの含有率を、所定レベルであるか、それ未満であるかまたはそれ
を超えるように調節する、方法。
【請求項２】
　オリゴマー化生成物を水素化に供して、水素化オリゴマー化生成物を生成する、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つのＣ4－、Ｃ5－、Ｃ6－またはＣ7－環状オレフィンの含有率を用いて、
オリゴマー化生成物または水素化オリゴマー化生成物の組成を調節している、請求項１ま
たは２に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも１つの環状オレフィンの含有率の所定レベルが、オリゴマー化触媒の寿命が
増加するように選択される、請求項１から３までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも１つの環状オレフィンの含有率の所定レベルが、触媒の失活レートが３０℃
未満であるように選択され、触媒の失活レートは、触媒１ｔ当たりに生成される生成物１
，０００ｔ当たり、選択されたオレフィンの９０％の変換を維持するために必要な温度増
加として定義される、請求項１から４までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　触媒によるオリゴマー化に供される供給物中のシクロペンテンの含有率が、供給物中の
オレフィンの総質量に基づいて１．５質量％またはそれ以下のレベルであり、オリゴマー
化生成物２，０００ｔ当たり２０℃未満の失活レートを維持する、請求項５に記載の方法
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【請求項７】
　少なくとも１つの環状オレフィンの含有率の所定レベルが、オリゴマー化生成物中に形
成されるＣ6－Ｃ16シクロアルカンおよびシクロアルケンの含有率が所定レベルであるか
、それ未満であるかまたはそれを超えるように、オリゴマー化生成物を含有する反応器流
出物の総質量に基づいて、１５質量％未満であるように選択される、請求項１または２に
記載の方法。
【請求項８】
　炭化水素供給物中のシクロペンタジエンの所定レベル（Ａ’）が、オリゴマー化生成物
中のＣ６－Ｃ１６シクロアルケンの含有率（Ｂ’）から、相関式
Ａ’（質量％）＝０．２５＋１．９３（Ｂ’（質量％））
を使用して算出される、請求項１または２に記載の方法。
【請求項９】
　オレフィン含有炭化水素供給物中の少なくとも１つの環状オレフィンの含有率が、オレ
フィン含有炭化水素供給物中のオレフィンの総質量に基づいて、２質量％未満である、請
求項１から８までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　オレフィン含有炭化水素供給物が、供給物中のオレフィンの総質量に基づいて、５０質
量％以下のブテンおよび３０質量％以下のペンテンを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　オリゴマー化が、５００～１，５００ｐｓｉｇの範囲の圧力および１３０℃～３２０℃
の範囲の温度で行われ、オリゴマー化触媒が、ゼオライトベース触媒およびリン酸ベース
触媒からなる群から選択される、請求項１から１０までのいずれか１項に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　上記の結果は、全ての高級オレフィン生成物のナフテンの濃度において、シクロペンテ
ンのレベルの増加に伴う明確な増加が存在することを示している。ＩｓｏｐａｒＧ、Ｈお
よびＮ留分は、供給物におけるシクロペンテン含有率の増加に対して最も高い反応を示し
ている。Ｉｓｏｐａｒ　Ｌ（主にＣ12）およびノネン（Ｃ9）は、シクロペンテンレベル
の増加に対して比較的低い反応を示しているが、これはシクロペンテンおよびＣ4オレフ
ィンの反応から形成されるナフテン（すなわち、Ｃ9、Ｃ10、Ｃ13、Ｃ14、Ｃ15、Ｃ17、
など）が、これらの生成物の沸点範囲で沸騰しないためである。
　本発明のまた別の態様は、以下のとおりであってもよい。
〔１〕オレフィン含有炭化水素供給物をオリゴマー化生成物に変換する方法であって、オ
レフィンをオリゴマー化するのに好適な条件下で反応器中の供給物をオリゴマー化触媒に
接触させてオリゴマー化生成物を得るステップを含み、前記オレフィン供給材料が少なく
とも１つのＣ2－Ｃ12非環状オレフィンおよび少なくとも１つのＣ4－、Ｃ5－、Ｃ6－また
はＣ7－環状オレフィンを含み、供給物中のＣ4－、Ｃ5－、Ｃ6－またはＣ7－環状オレフ
ィンのうちの少なくとも１つの含有率を、所定レベルであるか、それ未満であるかまたは
それを超えるように調節する、方法。
〔２〕オリゴマー化生成物を水素化に供して、水素化オリゴマー化生成物を生成する、前
記〔１〕に記載の方法。
〔３〕少なくとも１つのＣ4－、Ｃ5－、Ｃ6－またはＣ7－環状オレフィンの含有率を用い
て、オリゴマー化生成物または水素化オリゴマー化生成物の組成を調節している、前記〔
１〕または〔２〕に記載の方法。
〔４〕少なくとも１つの環状オレフィンの含有率の所定レベルが、オリゴマー化触媒の寿
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命が増加するように選択される、前記〔１〕から〔３〕までのいずれか１項に記載の方法
。
〔５〕少なくとも１つの環状オレフィンの含有率の所定レベルが、触媒の失活レートが３
０℃未満、好ましくは２０℃未満、特に１０℃未満であるように選択され、触媒の失活レ
ートは、触媒１ｔ当たりに生成される生成物１，０００ｔ当たり、選択されたオレフィン
の９０％の変換を維持するために必要な温度増加として定義される、前記〔１〕から〔４
〕までのいずれか１項に記載の方法。
〔６〕触媒によるオリゴマー化に供される供給物中のシクロペンテンの含有率が、供給物
中のオレフィンの総質量に基づいて１．５質量％またはそれ以下のレベルであり、オリゴ
マー化生成物２，０００ｔ当たり２０℃未満の失活レートを維持する、前記〔５〕に記載
の方法。
〔７〕前記選択されたオレフィンが、プロペン、ブテンおよびペンテンからなる群から選
択される、前記〔５〕に記載の方法。
〔８〕少なくとも１つの環状オレフィンの含有率の所定レベルが、オリゴマー化生成物中
に形成されるＣ6－Ｃ16シクロアルカンおよびシクロアルケンの含有率が所定レベルであ
るか、それ未満であるかまたはそれを超えるように、オリゴマー化生成物を含有する反応
器流出物の総質量に基づいて、特に１５質量％未満、好ましくは５質量％未満、特に２質
量％未満であるように選択される、前記〔１〕または〔２〕に記載の方法。
〔９〕炭化水素供給物中のシクロペンタジエンの所定レベル（Ａ’）が、オリゴマー化生
成物中のＣ６－Ｃ１６シクロアルケンの含有率（Ｂ’）から、相関式
Ａ’（質量％）＝０．２５＋１．９３（Ｂ’（質量％））
を使用して算出される、前記〔１〕または〔２〕に記載の方法。
〔１０〕オレフィン含有炭化水素供給物中の少なくとも１つの環状オレフィンの含有率が
、オレフィン含有炭化水素供給物中のオレフィンの総質量に基づいて、２質量％未満、例
えば、１．８、１．５、１．０、０．８、または０．５質量％である、前記〔１〕から〔
９〕までのいずれか１項に記載の方法。
〔１１〕オレフィン含有炭化水素供給物が、Ｃ3、Ｃ4、Ｃ5およびＣ6オレフィンならびに
これらの混合物、特にＣ3、Ｃ4およびＣ5オレフィンならびにこれらの混合物、例えば、
Ｃ3およびＣ5オレフィンの混合物、Ｃ4およびＣ5オレフィンの混合物、またはＣ3、Ｃ4お
よびＣ5オレフィンの混合物からなる群から選択される非環状オレフィンを含む、前記〔
１〕から〔１０〕までのいずれか１項に記載の方法。
〔１２〕オレフィン含有炭化水素供給物が、供給物中のオレフィンの総質量に基づいて、
５０質量％以下のブテンおよび３０質量％以下のペンテンを含む、前記〔９〕に記載の方
法。
〔１３〕オリゴマー化が、５００～１，５００ｐｓｉｇの範囲の圧力および１３０℃～３
２０℃の範囲の温度で行われる、前記〔１〕から〔１２〕までのいずれか１項に記載の方
法。
〔１４〕オリゴマー化触媒が、ゼオライトベース触媒およびリン酸ベース触媒からなる群
から選択される、前記〔１〕から〔１３〕までのいずれか１項に記載の方法。
〔１５〕オリゴマー化生成物が、３５℃～２３０℃の初留点（ＩＢＰ）および蒸留範囲、
７２℃～２６０℃の乾点（ＤＰＴ）を有し、ＩＢＰおよびＤＰＴがＡＳＴＭ　Ｄ８６に従
って決定される、前記〔１〕から〔１４〕までのいずれか１項に記載の方法。
〔１６〕オリゴマー化生成物を、蒸留および水素化によってさらに処理して、水素化オリ
ゴマー化生成物を得る、前記〔１〕から〔１５〕までのいずれか１項に記載の方法。
〔１７〕水素化オリゴマー化生成物が、９８～２７０℃の初留点（ＩＢＰ）および蒸留範
囲、１０４～３１１℃の乾点（ＤＰＴ）を有する、前記〔１４〕に記載の方法。
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